
映
画

種
類 第

二

千

四

百

五

十

七

号

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁

目
一
〇
番
一
号

恥
ず
か
し
い
失
禁
巨
乳
と
生
尻

題
名

等

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁

目
一
〇
番
一
号

(

金
曜
日)

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

税

務

課)

四
三
一
ペ
ー
ジ

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

四
三
一

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

四
三
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
(

治

山

課)

四
三
五

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
三
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(
同

)

四
三
七

公

示

○
平
成
二
十
四
年
度
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

四
三
七

○
平
成
二
十
四
年
度
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況

(

同

)

四
三
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
四
四
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)
四
四
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

子
ど
も
家
庭
課)

四
四
一

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
四
一

○
平
成
二
十
五
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実

施

(

人
事
委
員
会)

四
四
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
六

百
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢
｢

表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日



V/H
/S

シ
ン
ド
ロ
ー
ム

(原
題
)
V/H
/S

AB
C
・
オ
ブ
・
デ
ス

(原
題
)
TH
E
AB
C
's
of
D
EATH

飛
び
だ
す
悪
魔
の
い
け
に
え
レ
ザ
ー
フ
ェ
イ
ス
一
家
の

逆
襲(原
題
)
TEXAS

C
H
AIN
SAW

3D

絶
頂
く
ら
べ
人
妻
の
味

あ
え
ぎ
妻
腋
毛
の
淫
臭

愛
欲
霊
女
潮
吹
き
淫
魔

女
警
備
員
ま
さ
ぐ
り
巡
回

乱
れ
若
妻
い
や
ら
し
い
指

団
地
妻
・
愛
染
恭
子
か
ま
き
り
熟
女

巨
乳
奥
様
エ
ッ
チ
で
御
免
な
さ
い

ク
ロ
ッ
ク
ワ
ー
ク
ス

キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド

日
活

新
東
宝
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
６
月
28日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
千
本
松｢

福

寿
苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
三

九
―
一

平
成
二
五
・

一
・

一

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
千
本
松｢

福

寿
苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
三

九
―
一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
海
津｢
福
寿

苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
海
津｢

福
寿

苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

同
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株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
木
曽
三
川

｢

福
寿
苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

九
―
一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
木
曽
三
川

｢

福
寿
苑｣

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

九
―
一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
江
並｢

福
寿

苑｣

大
垣
市
外
渕
四
―
九
七
―

一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
江
並｢

福
寿

苑｣

大
垣
市
外
渕
四
―
九
七
―

一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
第
二
江
並

｢

福
寿
苑｣

大
垣
市
外
渕
四
―
一
〇
一

同

株

式

会

社

共

寿

海
津
市
海
津
町
福
江
六
二

七

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
第
二
江
並

｢

福
寿
苑｣

大
垣
市
外
渕
四
―
一
〇
一

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

訪
問
看
護

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

居
宅
療
養

管
理
指
導

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

介
護
予
防

訪
問
看
護

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同
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土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

土

川

権

三

郎

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
二

三
〇
五

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

丹

生

川

診

療

所

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
八

八

同

株
式
会
社
エ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

ジ
ャ
パ
ン

可
児
市
広
見
六
四
八
―
一

コ
ス
モ
ス
ビ
ル
二
Ｆ

訪
問
介
護

訪
問
介
護
事
業
所

睡
蓮

可
児
市
広
見
六
四
八
―
一

コ
ス
モ
ス
ビ
ル
一
Ｆ

同

株
式
会
社
エ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

ジ
ャ
パ
ン

可
児
市
広
見
六
四
八
―
一

コ
ス
モ
ス
ビ
ル
二
Ｆ

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
事
業
所

睡
蓮

可
児
市
広
見
六
四
八
―
一

コ
ス
モ
ス
ビ
ル
一
Ｆ

同

郡

上

市

長

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
二
二

八

介
護
予
防

訪
問
介
護

郡
上
市
国
保
白
鳥
病
院

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
二

〇
五
―
一

同

株
式
会
社
イ
ー
グ
ル

多
治
見
市
大
畑
町
七
―
一

二
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

ア
イ
・
ブ
ル
ー
ム
土
岐
ケ
ア
プ

ラ
ン
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
泉
寺
田
町
三
―
五

二

同

株

式

会

社

蓮

の

郷

大
垣
市
世
安
町
一
―
四
五

―
一

通
所
介
護

ふ
れ
あ
い
の
家

あ
か
つ
き

よ
や
す

大
垣
市
世
安
町
一
―
四
五

―
一

同

株

式

会

社

蓮

の

郷

大
垣
市
世
安
町
一
―
四
五

―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

ふ
れ
あ
い
の
家

あ
か
つ
き

よ
や
す

大
垣
市
世
安
町
一
―
四
五

―
一

同

株

式

会

社

ア

ッ

ク

各
務
原
市
那
加
信
長
町
二

―
八
九
―
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

ベ
ス

ト

羽
島
郡
笠
松
町
上
本
町
六

五
―
二

同

株

式

会

社

ア

ッ

ク

各
務
原
市
那
加
信
長
町
二

―
八
九
―
一

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ベ
ス

ト

羽
島
郡
笠
松
町
上
本
町
六

五
―
二

同

株

式

会

社

ア

ッ

ク

各
務
原
市
那
加
信
長
町
二

―
八
九
―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ベ
ス

ト

羽
島
郡
笠
松
町
上
本
町
六

五
―
二

同

社
会
福
祉
法
人

三
輪
会

岐
阜
市
三
輪
七
七
六
―
二

居
宅
介
護

支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
マ
ロ

ン

山
県
市
高
富
一
一
八
五
―

三

同

社
会
福
祉
法
人

神
戸
町
社
会

福
祉
協
議
会

安
八
郡
神
戸
町
大
字
八
条

二
五
八
―
二

介
護
予
防

通
所
介
護

神
戸
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

安
八
郡
神
戸
町
大
字
八
条

二
五
八
―
二

同

社
会
福
祉
法
人

神
戸
町
社
会

福
祉
協
議
会

安
八
郡
神
戸
町
大
字
八
条

二
五
八
―
二

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

神
戸
町
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー

安
八
郡
神
戸
町
大
字
八
条

二
五
八
―
二

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
落
合
字
井
巾
一
二
九
八
の
一
、
字
釜
沢
一
三
二
七
の
一
、
一
三
二
七
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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医
療
法
人

同
仁
会

高
山
市
昭
和
町
二
―
八
五

―
一

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
老
人
保
健
施
設
そ
れ
い
ゆ

高
山
市
桐
生
町
四
―
二
六

八

同

医
療
法
人

同
仁
会

高
山
市
昭
和
町
二
―
八
五

―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
老
人
保
健
施
設
そ
れ
い
ゆ

高
山
市
桐
生
町
四
―
二
六

八

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

平
成
二
五
・

一
・
一
二

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

介
護
予
防

訪
問
介
護

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

福
祉
用
具

貸
与

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

特
定
福
祉

用
具
販
売

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿

河
台
二
―
九

居
宅
介
護

支
援
事
業

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
岐
阜
南

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
一
八

一
一

同



(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
川
上
字
丸
野
一
〇
五
六
の
四
三
、
一
〇
五
六
の
四
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
蛭
川
字
遠
ケ
根
二
の
一
、
二
の
四
、
二
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２４５７号 岐 阜 県 公 報 平成25年６月28日 ( 436 )



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

神

原

西
津
汲
線

路
線
名

門
和
佐

瀬

戸
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
字

上
山
七
二
〇
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字

岡
山
九
一
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

下
呂
市
火
打
字
ヲ
ン
ジ
一
九

○
六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
九

一
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類

多
治
見

八
百
津
線

路
線
名

可
児
市
桜
ケ
丘
五
丁
目
一
三
一
番

一
二
地
先
か
ら

同

市
久
々
利
柿
下
入
会
字
浅
間

山
八
八
番
三
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
平
成
二
十
四
年
度
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
等
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
開
示
請
求
､
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
状
況

(単
位
：
件
)
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事 知 実
施

機
関

利
用
停
止
請
求

訂
正

請
求

開
示

請
求

振
興

局

出
納
事
務
局

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

総
合
企
画
部

総
務

部

知
事

直
轄

0 0 6

個
人
情
報
総
合
窓
口0 0 0 2 2 0 0 0 5 3 0 0 0

件
数

地方独立行政 行政委員会等 実
施

機
関

0 0

125

現
地

機
関

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

0 0

131

計

0 40 42 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0

件
数

知 実
施

機
関

5

前
年
度
か

ら
の
繰
越

不
服
申
立
件
数

件
数

区
分

件
数

区
分

総
合
企
画
部

総
務

部

知
事

直
轄

小
計

2

本
年
度

新
規
発
生

89

開
示

0

訂
正

0

全
部
認
容 処

理
件

数

33

部
分
開
示

37 59

101

件
数 120

部
分
訂
正0

一
部
認
容

8
(8)

非
開
示
(
不
存
在
)

4

棄
却

0

非
訂

正

行 実
施

機
関

合
計

法人等

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

小
計

岐
阜
県
立
看
護
大
学

1

却
下

0

そ
の

他

1

取
下
げ

0

取
下
げ

29

242 11

件
数 131 82 00

計

131

計

2

審
理
中

２
開
示
請
求
の
内
訳

(単
位
：
件
)

３
決
定
等
の
状
況

�
開
示
請
求

(単
位
：
件
)

�
訂
正
請
求

(単
位
：
件
)

４
不
服
申
立
て
の
状
況

(単
位
：
件
)

５
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
状
況

(単
位
：
件
)
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事

小
計

出
納
事
務
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

1,925 16

135

103

135

208

249

560

322

合
計

地方独立行政法人等 政委員会等

小
計

岐
阜
県
立
看
護
大
学

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

人
事
委
員
会

2,493

122 24 31 33 34

446 3 1 6

133 4 5 12

事 知 実
施

機
関

合
計

事
業
を
営
む
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
団
体

個
人

区
分

振
興

局

出
納
事
務
局

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局

都
市
建
築
部

県
土
整
備
部

林
政

部

農
政

部

商
工
労
働
部

健
康
福
祉
部

環
境
生
活
部

総
合
企
画
部

総
務

部

知
事

直
轄

0 1 1

197

359 41 43 39

289 71 4 47 17

件
数

地方独 行政委員会等 実
施

機
関

岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

小
計

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

警
察
本
部
長

公
安
委
員
会

監
査

委
員

人
事
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

教
育
委
員
会

議
会

1,217

937

280

件
数

1 3

103 0 0 0 79 0 1 0 7 16 0

件
数

(注
)
１
１
～
３
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
24年
度
に
実
施
機
関
が
開
示
等
の
決
定
を
行
っ
た
件

数
(取
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む
｡)
で
あ
る
｡

２
５
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
25年
４
月
１
日
現
在
の
件
数
で
あ
る
｡

○
平
成
二
十
四
年
度
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号)

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
平

成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
公
文
書
公
開
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
請
求
者
別
の
状
況

(単
位
：
件
)

２
実
施
機
関
別
の
状
況

(単
位
：
件
)
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20

前
年
度
か

ら
の
繰
越

不
服
申
立
件
数

件
数

区
分

小
計

6

本
年
度

新
規
発
生

859

公
開

0

全
部
認
容 処

理
件

数

243

部
分
公
開

1,10915

一
部
認
容

66
(45)

非
公
開
(う
ち
不
存
在
)

7

棄
却

合
計

立行政法人
小

計

岐
阜
県
立
看
護
大
学

岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

0

却
下

49

取
下
げ

0

取
下
げ

1,217 5 0 1

1,217

計

4

審
理
中

３
決
定
等
の
状
況

(単
位
：
件
)

４
不
服
申
立
て
の
状
況

(単
位
：
件
)

(注
)
１
１
～
３
に
お
け
る
件
数
は
､
平
成
24年
度
に
実
施
機
関
が
公
開
・
非
公
開
の
決
定
を
行
っ

た
件
数
(取
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む
｡)
で
あ
る
｡

２
４
に
お
け
る
処
理
件
数
(取
下
げ
を
除
く
｡)
は
､
岐
阜
県
情
報
公
開
審
査
会
に
お
い

て
答
申
を
行
っ
た
件
数
で
あ
る
｡

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
中
津
川
市
体
育
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

丸
山

充
信

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
茄
子
川
一
六
八
三
番
地
の
一
〇
三
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
活

動
及
び
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
健
康
づ
く
り
を
普
及
振
興
す
る
事

業
を
行
い
、
市
民
の
体
位
向
上
を
図
り
、
ス
ポ
ー
ツ
精
神
を
養
い
、

地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
宅
児
老
所
楽
ら
く

三

代

表

者

の

氏

名

武
田

美
津
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
多
治
見
市
坂
上
町
二
丁
目
三
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
多
治
見
市
及
び
そ
の
周
辺
地
域
で
、
齢
を
と
っ

て
も
障
害
を
も
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
・
住
居
で
暮
ら
し
た
い

と
願
う
人
々
に
対
し
、
ま
た
病
弱
あ
る
い
は
子
育
て
等
で
支
援
が

必
要
な
人
々
に
対
し
、
在
宅
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
人
が

そ
の
人
ら
し
く
、
安
心
し
て
自
立
生
活
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
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営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｗ
Ｏ
Ｏ
Ｄ

Ａ
Ｃ

三

代

表

者

の

氏

名

河
本

和
義

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
市
二
二
七
五
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
材
に
よ
る
建
築
の
設
計
監
理
、
及
び
地
域

材
の
生
産
・
流
通
、
地
域
材
に
よ
る
建
築
等
へ
の
支
援
を
行
い
、

地
域
の
木
材
需
要
の
活
性
化
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
自
然
環
境
及

び
社
会
環
境
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
六
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
キ
ー
ト
ス

三

代

表

者

の

氏

名

安
井

仁
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
三
三
二
七
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
障
が
い
者
と
そ
の
家

族
に
対
し
て
、
地
域
で
あ
り
ふ
れ
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な

事
業
を
行
い
、
障
が
い
者
が
地
域
社
会
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
業
務
支
援
・
療
育
手
帳
シ
ス
テ
ム
の
導
入

及
び
運
用
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
４
月
15日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
６
月
11日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
３
番
33号

株
式
会
社
日
立
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
西
日
本

取
締
役
社
長
新
美
雅
文

６
落
札
金
額
14,637,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
子
ど
も
家
庭
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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試

験

区

分

警
察
官
採
用
試
験

試

験

名

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
二
六

号
の
二
〇

平
成
二
五
・

二
・
二
七

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日
受

験

資

格

警

察

官

Ｂ

(

女

性

)

警

察

官

Ｂ

(

男

性

)

警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

試

験

区

分

羽
島
市
正
木
町
新
井
字
四
町
目
七
三
一
番
一

及
び
七
三
一
番
一
六
か
ら
七
三
一
番
二
四
ま

で 開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

十

人

程

度

五

十

人

程

度

十

五

人

程

度

採

用

予

定

人

員

道
路

公
共
施
設
の

種
類

開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

警
察
官
Ｂ(

男
性)

警
察
官
Ｂ(

女
性)

警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

土
岐
市
泉
町
定
林
寺
二
六
六
番
地
一

リ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川

筋

浩

一

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
三
十
一
歳

未
満
の
者
。
た
だ
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二
十
六
年
三
月

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者(

人
事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
者
を
含
む
。)

を
除
く
。

次
に
掲
げ
る
者

一

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
三
十
一
歳
未
満
で
、

大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見

込
み
の
者

二

人
事
委
員
会
が
一
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る

者

○
平
成
二
十
五
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
五
年
度
岐
阜
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

こ
の
試
験
は
、
岐
阜
県
警
察
官
を
採
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

一

試
験
名
、
試
験
区
分
及
び
採
用
予
定
人
員

二

職
務
内
容

警
察
官
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者

の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
等
の
職
務
に
従
事
し
ま
す
。

三

受
験
資
格

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

１

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

２

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人(

準
禁
治
産
者
を
含
む
。)

３

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者

４

志
望
す
る
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し

な
い
者

５

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力

で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

ま
た
、
受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
等
の
真
否
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
記
載
内
容
に

虚
偽
又
は
不
正
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
し
ま
す
。

四

試
験
の
日
時
、
場
所
、
方
法
及
び
合
格
者
の
発
表

１

第
一
次
試
験

一�
日
時
及
び
場
所

第２４５７号 岐 阜 県 公 報 平成25年６月28日 ( 442 )



そ
の
他

色

覚

視

力

胸

囲

体

重

身

長

検
査
項
目

職
務
遂
行
に
支
障
の
な
い
身
体
的
状
況
で
あ
る
こ
と
。

職
務
遂
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
。

両
眼
と
も
、
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
又
は
矯
正
視
力
が
一
・
〇
以
上
で
あ
る

こ
と
。

七
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

四
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

警

察

官

Ａ

Ⅱ

(

男

性

)

警

察

官

Ｂ

(

男

性

)

検

査

基

準

お
お
む
ね
四
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で

あ
る
こ
と
。

一
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

警

察

官

Ｂ

(

女

性

)
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
二
日(

日)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
、
岐
阜
市
、
多
治
見
市
及
び

高
山
市
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
は
、
岐
阜
市
の
み
で
行
い
ま
す
。

二�
方
法

�
教
養
試
験

警
察
官
Ａ
採
用
試
験
に
つ
い
て
は
、
大
学
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
能(

文
章
理
解(

英
語

を
含
む
。)

、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
等
の
能
力)

及
び
一
般
的
知
識(

社
会
、

人
文
及
び
自
然
の
知
識)
に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
二
時
間
三
十
分
に
わ
た
っ

て
行
い
ま
す
。

警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
に
つ
い
て
は
、
高
校
卒
業
程
度
の
一
般
的
知
能(

文
章
理
解(

英
語

を
含
む
。)

、
判
断
推
理
、
数
的
推
理
、
資
料
解
釈
等
の
能
力)

及
び
一
般
的
知
識(

社
会
、

人
文
及
び
自
然
の
知
識)

に
つ
い
て
、
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
二
時
間
に
わ
た
っ
て
行

い
ま
す
。

�
作
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
、
思
考
力
等
に
つ
い
て
試
験
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
試
験
は
第
二
次
試
験
と
し
て
評
価
し
ま
す
。

三�
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
五
年
十
月
三
日(

木)
(

予
定)

に
、
県
庁
前
及
び
警
察
本
部
庁
舎
前
の
掲
示
板

並
び
に
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
は
書

面
に
よ
り
試
験
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

２

第
二
次
試
験

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

一�
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
五
年
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
上
旬(

予
定)

ま
で
の
間
に
、
岐
阜
市
に
お
い
て
行

い
ま
す
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
試
験
合
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

二�
方
法

�
身
体
検
査

次
の
基
準
に
よ
り
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
身
体
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行

い
ま
す
。

�
体
力
検
査

敏
し
ょ
う
性
、
柔
軟
性
、
筋
力
及
び
持
久
力
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

(

検
査
予
定
種
目

五
指
関
節
、
開
眼
片
足
立
ち
、
反
復
横
跳
び
、
立
ち
幅
跳
び
、
上
体

起
こ
し
、
腕
立
て
伏
せ
、
握
力
、
二
十
メ
ー
ト
ル
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン)

�
口
述
試
験

人
物
に
つ
い
て
個
別
面
接
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

�
集
団
討
論
試
験(

警
察
官
Ａ
に
限
る
。)

社
会
性
、
協
調
性
、
指
導
力
、
説
得
力
等
に
つ
い
て
集
団
討
論
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま
す
。

�
適
性
検
査

職
務
遂
行
上
必
要
な
素
質
及
び
適
性
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

�
身
体
精
密
検
査

職
務
遂
行
に
必
要
な
健
康
状
態
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

(
所
定
の
身
体
検
査
書
の
提
出
を
求
め
ま
す
。)

３

最
終
合
格
者
の
発
表

第
一
次
試
験
、
第
二
次
試
験
の
成
績
及
び
受
験
資
格
等
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
最
終
合
格
者
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を
決
定
し
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
上
旬(

予
定)

に
県
庁
前
及
び
警
察
本
部
庁
舎
前
の
掲
示
板

並
び
に
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
第
二
次
試
験
の
受

験
者
全
員
に
書
面
に
よ
り
合
否
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

五

合
格
か
ら
採
用
ま
で

１

こ
の
試
験
の
最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿(

以
下｢

名
簿｣

と
い
う
。)

に
登
載
さ
れ

た
後
、
警
察
本
部
長
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
推
薦
さ
れ
、
そ
の
う
ち
か
ら
採
用
者
が
決

定
さ
れ
ま
す
。
採
用
予
定
年
月
日
は
、
原
則
と
し
て
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
で
す
。
た
だ
し
、

名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
名
簿
確
定
後
一
年
で
あ
り
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
が
全
て

採
用
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

２

採
用
決
定
後
は
警
察
学
校
に
入
校
し
、
大
学
卒
業
者
は
六
か
月
間
、
短
大
及
び
高
校
卒
業
者
等

は
十
か
月
間
の
初
任
教
養
を
受
け
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
地
で
勤
務
に
就
き
ま
す
。

六

給
与
等

平
成
二
十
五
年
度
新
規
採
用
者
の
初
任
給
は
、
大
学
卒
業
者
で
二
十
万
八
百
円
、
短
大
卒
業
者
で

十
八
万
三
千
二
百
円
、
高
校
卒
業
者
で
十
六
万
八
千
四
百
円
で
、
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
定
期
に
昇

給
す
る
ほ
か
、
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
歴
を
有
す
る
場
合
は
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
給
与
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
該
当
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
・
勤
勉

手
当
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

七

他
県
と
共
同
で
実
施
す
る
採
用
試
験

岐
阜
県
で
は
、
愛
知
県
の
依
頼
を
受
け
、
共
同
し
て
警
察
官
Ｂ(

男
性)

採
用
試
験
を
実
施
し
ま

す
。愛

知
県
の
警
察
官
を
志
望
す
る
場
合
は
、
愛
知
県
を
第
一
志
望
先
又
は
第
二
志
望
先
に
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
愛
知
県
を
第
一
志
望
先
と
し
た
場
合
は
、
岐
阜
県
を
第
二
志
望
先
に

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
愛
知
県
は
、
岐
阜
県
と｢

三

受
験
資
格｣

の
年
齢(

愛
知
県
は
昭
和
五
十
八
年
四
月
二

日
か
ら
平
成
八
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者)

及
び｢

六

給
与
等｣

に
お
い
て
異
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
愛
知
県
の
採
用
予
定
人
員
は
若
干
人
で
、
採
用
予
定
日
は
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

で
す
。

八

受
験
手
続

１

申
込
書
の
入
手
方
法

申
込
書
は
、
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
、
県
内
の
各
警
察
署
、

岐
阜
県
東
京
事
務
所
、
県
内
の
各
振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

等
で
配
布

す
る
ほ
か
、
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/syokuin/saiyo/saiyo-police/

ま
た
、
申
込
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に｢

警
察
官
申
込
書
請
求｣

と
朱
書

き
し
、
百
二
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒(

宛
先
明
記
の
角
形
二
号
封
筒)

を
同
封
の

上
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

２

受
験
の
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
受
験
す
る
試
験
区
分(｢

警
察
官
Ａ
Ⅱ(

男
性)

受
験｣

、｢

警
察
官
Ｂ(

男
性)

受
験｣

又
は｢

警
察
官
Ｂ(

女
性)

受
験｣)

を
朱
書
き
し
、
特

定
記
録
郵
便
又
は
簡
易
書
留
に
よ
り
、

〒
五
〇
〇
―
八
五
〇
一(

住
所
不
要)

岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課
宛

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
票
は
申
込
受
付
後
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
申
込
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た

写
真(

上
半
身
、
無
帽
、
正
面
向
き
、
縦
約
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル)

を
指
定
さ
れ
た
場
所
に
貼
り
、
第
一
次
試
験
当
日
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

３

受
付
期
間

持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
申
込
み
の
受
付
期
間
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
日(

金)

か
ら
八
月

二
十
日(

火)

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
日
曜
日

及
び
土
曜
日
は
除
き
ま
す
。

郵
送
の
場
合
は
、
八
月
二
十
日(

火)

ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

九

試
験
結
果
の
提
供

第
一
次
試
験
又
は
第
二
次
試
験
の
受
験
者
本
人
に
限
り
、
試
験
結
果
を
合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か

月
間
岐
阜
県
個
人
情
報
総
合
窓
口
で
提
供
し
ま
す
。
そ
の
際
、
運
転
免
許
証
等
写
真
に
よ
り
本
人
と

確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
提
供
す
る
試
験
結
果
の
内
容
は
、｢

各
試
験
種
目
別
の

得
点
・
結
果｣

、｢

総
合
得
点｣

及
び｢

総
合
順
位｣

で
す
。

十

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局(

電
話
〇
五
八
―
二
七
二
―
八
七

九
六)

、
岐
阜
県
警
察
本
部
警
務
課(

電
話
〇
五
八
―
二
七
一
―
二
四
二
四

内
線
二
六
三
三)

又

は
県
内
の
各
警
察
署
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

第２４５７号 岐 阜 県 公 報 平成25年６月28日 ( 444 )

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


